










































■運転操作資格者の条件

●運転資格のない人、特別教育を受けていない人、玉掛け技能講習を受けていない人はクレーン操作、玉掛け
業務を行わないでください。（管理者は、資格のない人、教育を受けていない人に業務を行わせてはいけません）
※特別教育とは、「クレーン等安全規則第21条」に定められているもので、クレーンに関する知識、電動機および電気に関する知識、関係法令などを一定の時間受ける教育をいいます。

使用する場合の法的義務について

法的構造の規制について
●ホイストは、エレベーターの巻き上げ機に使用することができません。
また、人が荷の上に乗ったり、乗って作業する用途には使用できません。

●簡易リフトとして使用される場合は、法定設置方法を必ず守ってください。

使用上の規制について
ご使用にあたって下記事項を必ずお守りください。
●定格荷重を超える荷は絶対に吊らないでください。
●吊った荷に人は乗らないでください。
●荷を吊ったまま放置しないでください。また、常時、荷を吊ったままに
はしないでください。
●つり荷の下に入らないでください。
●使用に際しては、取扱説明書に基づき試運転を行ってください。ここ
に示した注意事項は、ほんの一部です。詳しくは、製品に付属の取扱
説明書に記載された注意事項を必ずお守りください。なお、ホイスト
は容量、使用形態によりクレーンに該当しない場合もありますが、「ク
レーン等安全規則」などのクレーン関係法令を背景にご使用方法を
定めております。

機種仕様の選定について
●機種の選定に際しては、カタログに記載された仕様を確認のうえ
行ってください。
記載された仕様と異なる場合にはご相談ください。また、記載された
仕様以外では、使用しないでください。

改造の禁止について
●使い方に合わせて、ホイスト本体や付属品を改造することは絶対に
しないでください。特にリミットスイッチおよび回路の変更は絶対に
行わないでください。

取扱説明書の必読
製品に付属の取扱説明書の内容を熟知したうえで、ご使用ください。

点検の法的義務について
ホイストを使用する場合は、次の定期自主検査の実施と、検査記録の
保存が義務付けられています。
■日常の点検、月例、年次の自主検査 ：
月例、年次自主検査記録の3年保存
保守点検で異常個所があったときは、そのまま使用せず直ちに補修
してください。

据え付け、取り付けについて
●据え付けは、専門業者、専門知識のある人以外は、絶対行わないでく
ださい。

●雨や水がかかるなどカタログに記載した仕様以外の環境には据え付
けしないでください。

●必ず、アース工事を行ってください。また、アースのほかに漏電遮断器
を取り付けてください。

●横行および走行レール端には、必ずストッパーを取り付けてください。
●ホイストを設置する場所に十分な強度があることを確認してください。

つり上げ荷重
0.5t 未満 0.5t 以上 5t 未満 5t 以上

（A）床上操作

一般の者

（B）跨線テルハ

（C）遠方操作
（クレーンと共に移動しないもの）
または運転室（台）付き

（D）床上操作
（クレーンと共に移動するもので押
ボタンスイッチがメッセンジャー式
あるいはクレーンガーダの一部と
固定）

適用条文
（クレーン等安全規則） 第21、22条

■玉掛け業務資格者の条件
つり上げ荷重

0.5t 未満 0.5t 以上 1t 未満 1t 以上
玉掛け 一般の者
適用条文
（クレーン等安全規則） 第221、222条

・・・就業時事業者よりクレーンおよび玉掛けに関する特別の教育を受けた者
・・・職業訓練法にて訓練を受けた者
・・・玉掛け技能講習修了者
・・・クレーン・デリック運転士免許［クレーン限定］の所持者
・・・床上操作式クレーン運転技能講習修了者
・・・クレーン・デリック運転士免許［床上運転式クレーン限定］の所持者
　　（クレーン等安全規則改正による、平成10年3月31日より施行）

ご注意: 無線操作は、遠方操作に該当するので、5t以上のクレーンを運転する
場合はクレーン運転士免許が必要です。
また床上操作であっても、操作者が荷の移動とともに移動しない場合
は、左表の（C）の適用をうけます。
（例：押ボタンスイッチを、壁などに固定して使用する場合）

日立産機システムでは、日立ホイスト、日立モートルブロックをお買い求めいただいたお客さまから所在地・担当部門などを登録していただく「設置登録制度」
をスタートしております。お客さまより返信されたハガキをもとにコンピューターへ登録し、ユーザーファイルを作成するとともに、今後のアフターサービス
の貴重なデータとして活用させていただく予定ですので、よろしくご協力の程、お願い申し上げます。
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 （03）4345-6041
 （03）4345-6045
 （011）611-1224
 （022）364-2710
 （024）961-0500
 （076）420-5711
 （052）884-5826
 （06）4868-1211
 （082）282-8112
 （087）882-1192
 （092）651-0141
 （03）4345-6027
 （03）4345-6529

お問い合わせ営業窓口
〒101-0022  東京都千代田区神田練塀町3番地（AKSビル）
〒101-0022  東京都千代田区神田練塀町3番地（AKSビル）
〒063-0814  北海道札幌市西区琴似四条一丁目1番30号
〒985-0843  宮城県多賀城市明月二丁目3番2号
〒963-8041  福島県郡山市富田町字町西32番2号
〒939-8213  富山県富山市黒瀬81番1号
〒456-8544  愛知県名古屋市熱田区桜田町16番17号
〒660-0806  兵庫県尼崎市金楽寺町一丁目2番1号
〒735-0029  広島県安芸郡府中町茂陰一丁目9番20号
〒761-8012  香川県高松市香西本町142番地5号
〒812-0051  福岡県福岡市東区箱崎ふ頭五丁目9番26号
〒101-0022  東京都千代田区神田練塀町3番地（AKSビル）
〒101-0022  東京都千代田区神田練塀町3番地（AKSビル）

本社・営業統括本部
関東地区窓口
北 海 道 支 社
東 北 支 社
　 福 島 支 店
北 陸 支 社
中 部 支 社
関 西 支 社
中 国 支 社
四 国 支 社
九 州 支 社
産業システム事業部
海外営業企画部

北海道地区
北海道 （011）611-4121

東北地区
東北 （022）364-4121
秋田 （018）846-9933
八戸 （0178）41-2711
福島 （024）961-0500

四国地区
四国 （087）882-1212

九州地区
九州 （092）651-0131
北九州 （093）582-1175
南九州 （099）260-2818

中国地区
中国 （082）282-8111
岡山 （086）263-3022
山陰 （0854）22-5552
山口 （0835）23-7705

関東・甲信越地区

中部地区
中部 （052）884-5812
静岡 （0545）55-3260

北陸地区
北陸 （076）420-5411

東京 （047）451-3111
東京中央 （03）5245-0358
埼玉 （048）728-8521
栃木 （0285）25-3536
高崎 （027）377-9902
茨城 （029）273-7424
筑波 （029）826-5851
横浜 （045）540-2731
新潟 （025）274-6914
甲信 （0266）56-6222

近畿地区
大阪 （06）4868-1201
京都 （075）661-1081
滋賀 （0748）46-6606
姫路 （079）234-9571

サービスステーションを中心に、
行き届いた保守・サービス活動を行っています。

●このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

信用と行き届いたサービスの当社へ
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